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（注意） 
１．問題冊子（表紙を含む）は２枚です。 
２．問題冊子は指示があるまで開かないで下さい。 
３．問題冊子と下書き用紙は持ち帰って下さい。 
４．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入して

も構いません。 
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甲株式会社は、公開会社・非監査役会設置会社であり、取締役はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄおよび

Ｅの５名であり、Ａが代表取締役社長、Ｂが代表取締役副社長、Ｃ・Ｄ・Ｅは平取締役で

ある。 
Ａは、甲社の創業者で、甲社の発行済み株式総数の３０％を保有しており甲社の経営に

おいて非常に強い影響力を有していた。他方でＡは、個人所有資産の管理会社として乙株

式会社を設立し、その１００％株式を所有していた。 
乙株式会社は、資産運用に失敗して損失を生じたため、Ａは甲社に同社所有の不動産を

相場の３割引の価格で乙会社に売却させて、これを乙社から第三者に転売して乙社の損失

を補填しようとした。甲社取締役会では、Ｃが甲乙間の不動産売買に反対したが、Ｂ・Ｄ

およびＥが賛成して（なおＡはこの決議に参加しなかった。）、甲乙間の上記不動産売買契

約が承認され、Ｂが甲を代表し、Ａが乙を代表して甲乙間で売買契約が締結され、履行が

された。 
この場合における、甲社の各取締役の甲社に対する責任について論ぜよ。 


